
あかるい職場応援団 検 索

平成26年度働きやすい職場環境形成事業（周知・広報分）　委託先　公益財団法人　21世紀職業財団

ポータルサイト「あかるい職場応援団」にて情報を提供中
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

　　　　　
　で

あかるい職
場づくり

パワハラを
予防・解決す

れば

職場は変わ
ります

怒鳴り声が
なくなって
安心して働ける

職場にストレスが
なくなって
仕事が楽しい！

みんなの生産性が
上がってきたぞ！

●パワーハラスメントに関するお問い合わせは都道府県労働局又は
　労働基準監督署へ

●パワーハラスメント等によるメンタルヘルス不調に関する様々な
　情報提供を、ポータルサイト「こころの耳」（http://kokoro.mhlw.go.jp）
　で行っています



精神障害の労災補償の
支給決定件数全体

（ひどい）嫌がらせ、いじめ、
又は暴行を受けた

上司とのトラブルがあった

同僚とのトラブルがあった

部下とのトラブルがあった

パワーハラスメントの現状
都道府県労働局等に寄せられている企業と労働者の紛争に関する相談で、「いじめ・嫌がらせ」に関するも
のは近年急増し、平成24年度には「解雇」を抜いて相談件数のトップとなっています。
各種調査の報告書等から、パワーハラスメントの現状を紹介します。

 パワーハラスメントの発生状況

 精神障害などの労災補償も増加

職場でのひどい嫌がらせ、いじめ、暴行や職場内のトラブルにより、うつ病などの精神障害を発病し、労災
補償を受けるケースが増えています。

出典：厚生労働省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」

平成24年度厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」
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過去3年間に従業員からパワーハラスメントに関する
相談を受けたことがある企業

実際にパワーハラスメントに該当する
事案のあった企業

45.2% 32.0%

パワハラを受けたことがある

勤務先で、パワハラを見たり、相談を受けたことがある

パワハラをしたと感じたり、パワハラをしたと指摘されたことがある

経験あり 経験なし

25.3 74.7

28.2 71.8

7.3 92.7

過去 3 年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は　25.3%



身体的な攻撃 暴行・傷害1 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行
不可能なことの強制、仕事の妨害4

精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言2 過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れ
た程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない5

人間関係から
の切り離し 隔離・仲間外し・無視3 個の侵害 私的なことに過度に立ち入る6

取組を進めた結果、パワーハラスメントの予防・解決以外にも次の効果が挙げられています。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性※を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間など、様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
　（平成24年1月　職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告より）

被害者に与える影響
　●士気の低下、能力発揮に支障があります　　●心の健康を害することがあります

企業に与える影響
　●被害者の職場復帰にも時間と労力を要します
　●加害者や企業の法的責任が問われることがあります
　●事件が公になれば、企業の評価は一気に落ちます

▶考え方
①は、業務の遂行に関係するものでも「業務の適正な範囲」に含まれません。
②と③は、原則として「業務の適正な範囲」を超えると考えられます。
④～⑥は、何が「業務の適正な範囲」を超えるかは業種や企業文化の影響を受け、具体的な判断も行為が行われた状況や行為が継続的
であるかどうかによって左右される部分があるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが望ましいです。

（平成24年度　厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」より）

特にない

45.7%
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22.4%

48.6%

21.0%

その他

会社への信頼感が高まる

管理職が適切なマネジメントができるようになる

職場のコミュニケーションが活性化する／風通しが良くなる

管理職の意識の変化によって職場環境が変わる

みんなでなくそう！職場のパワーハラスメント
職場内でのいじめや嫌がらせに悩む職場が増えてきています。
これら職場のパワーハラスメントは、適切な対応により、予防・解決が可能です。
組織全体で対応し、快適な職場環境の実現をめざしましょう。

 「職場のパワーハラスメント」とは

 たとえば、こんな行為

 パワーハラスメントが発生すると、次のようなマイナスの影響が

 パワーハラスメント予防・解決の取組によるプラスの効果

　●職場風土を悪くします
　●本人のみならず周りの士気が低下します
　●解決に時間と労力を要します



予防するために

効果を実感した実施企業の割合

解決するために

トップからメッセージを
発信する 組織のトップが、職場のパワーハラスメントをなくすという意思を表明する。

 ルールを決める 就業規則に関係規定を設ける。労使協定を締結する。予防・解決についての
方針やガイドラインを作成する。

実態を把握する 従業員アンケートを実施する。

教育する 研修を実施する。

相談や解決の場を
設置する

企業内・外に相談窓口を設置する。職場の対応責任者を決める。
外部専門家と連携する。

周知する 組織の方針や取組について周知徹底し、啓発する。

再発を防止する 行為者に対する再発防止研修を行う。

職場のパワーハラスメントの予防・解決は、組織的な取組はもちろんですが、みなさん一人ひとりの取組も重要になります。
パワーハラスメントの予防・解決の考え方や高い効果が期待できる取組をはじめ、個人レベルでできることも紹介します。この問題を他人事と考えず、正面から向き合いましょう。

パワーハラスメントを予防・解決して、あかるい職場を創りましょう！

 企業や労働組合は、予防・解決に向けた取組を！

 効果のあった取組　〜調査結果から〜

アンケート等で実態を把握

一般社員を対象に講演や研修会を実施

管理職を対象に講演や研修を実施

職場におけるコミュニケーション活性化等に関する研修・講習等を実施

トップの宣言、会社の方針（CSR宣言など）を明確に

就業規則などの社内規程に規定

ポスターやリーフレット等啓発資料を配布又は掲示

77.3%

70.6%

62.1%

61.2%

56.4%

49.6%

47.9%



トップマネジメント
パワーハラスメント問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示しながら、
その姿勢を明確に示すなどの取組を行う。

上司
自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせないように指導
する。ただし、必要な指導はためらわずに適正に行う。

職場の一人ひとり
互いを受け止め、人格を尊重し合う。理解し、協力し合えるよう適切なコミュニケー
ションをとる努力をする。問題を見過ごさずに互いに支え合う。

職場のパワーハラスメントの予防・解決は、組織的な取組はもちろんですが、みなさん一人ひとりの取組も重要になります。
パワーハラスメントの予防・解決の考え方や高い効果が期待できる取組をはじめ、個人レベルでできることも紹介します。この問題を他人事と考えず、正面から向き合いましょう。

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議で紹介された、ある企業役員のメッセージ

すべての社員は、その家族にとって、自慢の娘や息子であったり、
尊敬されるお父さんやお母さんだったりする。
そんな人たちを、職場のパワーハラスメントで
苦しめたりすることがあってはいけない。

パワーハラスメントを予防・解決して、あかるい職場を創りましょう！

 次のような取組もあります

 職場の一人ひとりの取組

 こんな職場は要注意

●「職場のハラスメント対策ハンドブック」を作成し、組合員に配布しています
●年１回ハラスメント撲滅標語の募集をしています
●上司の部下への接し方等の研修・講習等を実施しています
●労使の情報共有、定期的な労使協議、労使協定の締結など労使で取り組んでいます

調査結果によると、パワーハラスメントに関する相談がある職場には、共通する特徴があります。
あなたの職場は大丈夫ですか？
●上司と部下のコミュニケーションが少ない職場
●残業が多い／休みが取りにくい職場
●失敗が許されない／失敗への許容度が低い職場
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過去3年間にパワーハラスメントに関する相談を1件以上受けたことがある企業は、回答企業全体の
45.2％で、そのうち実際にパワーハラスメントに該当する事案のあった企業は、70.8％です。

回答企業全体の80.8％が、「パワハラの予防・解決を経営上の課題として重要」だと感じている一方で、予
防・解決に向けた取組をしている企業は45.4％にとどまっています。特に、従業員99人以下の企業におい
ては18.2％と2割を下回っています。

パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組として実施率が高いのは「管理職向けの講演や研修」で、取組実
施企業の64.0％で実施され、「就業規則などの社内規定に盛り込む」が57.1％で、高い実施率となっています。

過去3年間の相談件数

（企業調査）職場のパワーハラスメント予防・解決のための取組の実施状況

（企業調査）パワーハラスメントの予防・解決のために実施している取組

相談のうちパワーハラスメントに該当した件数
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全体（n=4580）

99人以下（n=1218）

100～299人以下（n=672）

300～999人以下（n=2038）

1000人以上（n=621）

特に取組を考えていない現在実施していないが検討中実施している

21.145.4

18.2 20.3 60.9

34.125.040.3

53.9 22.7 23.2
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33.1

社内報などで話題として取り上げた

64.0

57.1

40.7

38.0
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アンケート等で社内の実態把握を行った

職場におけるコミュニケーション活性化等に関する研修・講習等を実施した

トップの宣言、会社の方針に定めた

一般社員を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した

ポスター・リーフレット等啓発資料を配布した

就業規則などの社内規程に盛り込んだ

管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した

職場のパワーハラスメントに関する実態調査結果（平成24年度 厚生労働省）

 パワーハラスメントの相談状況

 パワーハラスメントの予防・解決のための取組

 パワーハラスメントの予防・解決のために実施している取組

※0件に「現在も過去もパワハラに関する相談はない」、
「パワハラに関する相談を受けていない」を含む

45.2%
70.8%


